
 

 

 

 

 

 

県では、食産業の振興を図るため、県内の食料品製造業者等が行う、地域の食材等を活用した商

品開発に要する経費について、その一部を補助します。 

１  対象となる事業者  

県内に事業所を有する食料品製造業者等 

（参入を予定している者や食料品製造業者に製造を委託する者を含む） 

２ 対象事業の要件 

次の（１）から（３）全てを満たす商品開発事業であること 

（１）地域の食材等（注１）を活用した商品を開発することに該当すること 

※注１：地域の食材等とは、「県内で産出された農林水産物」や「県内で産出された農林水産物を 

原料とした加工品」、そのほか県の食産業の振興を図るものとして知事が適当と認めたもの 

（２）事業実施期間内に一定の事業成果が見込まれること。 

  （３）当事業で開発・改良される商品は、原則として県内で製造されること。 

※一般消費者に直接提供販売するような飲食店メニューや弁当、総菜等は本事業の対象外です。 

３ 事業実施期間 

補助金交付決定日から令和７年２月２５日（火）まで 

４ 補助対象経費の内容 （詳細は要綱及びホームページを御確認願います。）  

マーケティング調査をしながら商品開発を行うために必要な経費が対象となります。  

※商品が完成し、一般販売後に係る経費は補助対象外です。  

（補助対象経費）  

経費項目  具体的な内容  

謝金  外部専門家への謝金  等  

旅費  マーケティング活動及び商品づくりに要する交通費  等  

研究開発費  原材料費、分析費、機械リース料  等  

調査研究費  サンプル作成費、マーケティング委託費  等  

庁費  事業実施に直接必要な会場費、商談会参加費  等  

 

５ 募集期間 

令和６年６月１２日（水）～令和６年６月２６日（水）午後５時  必着  

※令和６年６月２８日（金）までに受付完了の連絡がない場合は、下記問合せ先  

までご連絡下さい。  

 

 

令和６年度 

食材王国みやぎ喜ばれる商品づくり事業費補助金の募集 

（選ばれる商品づくり事業） 

 

 

二次募集 



６ 補助率及び補助限度額 

（１）補助率   補助対象経費の２分の１以内 

（２）補助限度額 選ばれる商品づくり事業：1,500千円 

 

７ 応募に必要な書類 

県ホームページに掲載の下記様式に必要事項を記入のうえ、6/26（水）17時までに当課へ提出 

補助事業計画書  別記様式第１号－別紙１  

事業費積算明細書  別記様式第１号－別紙２  

事業スケジュール  別記様式第１号－別紙３  

商品販売計画  別記様式第１号－別紙４  

県HP：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/2024yorokobareru.html 

※提出された書類は返却しませんので、必ず控え（写し）をお取りください。 

 

８ 審査会について 

令和６年７月５日（金）に県庁で開催予定の審査会にて、提出いただいた事業内容等

を審査員に説明頂きます。審査会日時は県から指定しますので、日程の確保をお願い

します。採択結果は、県から書面にて通知します。  

 

９ 補助金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

10 提出・お問合せ先  

宮城県農政部 食産業振興課（担当：食ビジネス支援班） 

   電 話：022-211-2812 メール：s-business@pref.miyagi.lg.jp 
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